
最高裁秘書第64号

令和2年1月20日

，林弘法律事務所

弁護士山中‘理司様

最高裁判所事務総長中村 i

司法行政文書開示通知書

令和元年11月14日付け（同月18日受付，第014444号）で申出があり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 「高等裁判所長官事務打合せ開催要領」 と題する文書（片面で1枚）

（2） 「高裁長官事務打合せ全体協議について」 と題する文書（片面で1枚）

（3） 高等裁判所長官事務打合せ席図（片面で1枚）

（4） 令和元年11月高等裁判所長官事務打合せ結果概要（片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



高等裁判所長官事務打合せ開催要領

最高裁判所

令和元年11月21日 （木）及び22日 （金）

最高裁判所

(1) 当面の司法行政上の諸問題について

(2) 人事について

高等裁判所長官 8人

随員高等裁判所事務局長 8人
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高等裁判所長官事務打合せ席図

日時令和元年11月21日（木）
場所最高裁判所大会議室
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令和元年11月高等裁判所長官事務打合せ結果概要

最近の裁判所の様々な課題について，事務総局から所管事項について説明がされ，

意見交換を行った。特に下記の項目について重点的に意見交換した。

1裁判所における中長期的課題について

裁判所における中長期的課題の検討を継続的に進めていくに当たっては,裁判所

全体で問題意識等を適切に共有することが必要であることや，そのための大局的視

点等について指摘がされた。

2部の機能の活性化について

部の機能の活性化に向けて，今後必要となる取組の内容や議論の進め方等につい

て意見交換がされた。


